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春季休業中のお願い 

 

早春の候、平素は、本校の教育活動にご支援ご高配賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、４月には学年が変わり、クラス替えを控えた春休みを迎えます。 

この機会に、これまで以上に自己管理のできる生活習慣の定着についてご家庭でもご配慮いただければ

幸いです。 

つきましては、各ご家庭におかれましても、つぎのことがらにご留意いただき、お子さまが、有意義な

春休みを過ごせますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

1 不要な夜の外出を避け、非違行為等に巻き込まれないようにご注意ください。 

大阪府の条例では、夜間(20:00～翌 4:00)の不必要な外出は控えるように定められています。塾

などで必要以上に帰宅時間が遅れる場合が続くようであれば、終了時間をご確認いただき、帰宅

時間についてご指導ください。  

特に最近、命の危険に及ぶ事件が増えてきています。子どもたちだけで夜間の公園や人の目が

届かない場所で長時間過ごすことは、様々なリスクを伴い、事件に巻き込まれる可能性もありま

す。夜間に子どもたちだけでの外出に十分ご注意ください。 

 

2 外出時のルールを守りましょう。 

外出の時は、どこへ誰と何の目的、何時に帰宅するのかを告げる習慣が大切です。各ご家庭で

このルールを守るようにご指導をお願いいたします。 

 

3 スマートフォン・インターネットの利用には注意が必要です。 

LINE によるトラブルが頻発しており、携帯やネットの利用に十分な注意が必要です。     

ネット上で知り合った人物と実際に会うなど等のトラブルが起きています。携帯やネット利用に

関するルールを話し合い、安心・安全に利用できる環境を整えてください。 

 

4 自己管理能力を高め、生活のリズムを維持しましょう。 

春季休業中も授業のあるときと同じ時刻に起床し、朝食・昼食・夕食を欠かさず夜更かしせず、

早めに就寝するようご指導をお願いいたします。お子様の自己管理能力を高め、生活のリズムを

整えることは学力の向上にはとても大切です。ご協力をお願いいたします。 

 

5 社会の一員としての自覚を育てましょう。 

学校生活においては、給食当番や清掃活動などを通して、社会の一員としての協働する意識を

育んでいます。春季休業中は、各ご家庭で社会の一員として自覚を促すようご指導して頂ければ

幸いです。お子様に責任を果たす達成感と協働の意識を育むことができます。 

 

6 春季休業中にお困りの時にはいつでもご相談ください。 

春季休業中にトラブルに巻き込まれるなど、ご不安、ご心配な時には本校にご連絡ください。

春季休業中に子どもたちの健全育成のために、本校教職員も全力でサポートいたします。家庭と

学校が連携し、有意義な日々となるようにしていきたいと考えています。 


